
資材調達のプロセス

新規取引希望の取引先から連絡受付

取引希望品目について見積照会の発生見込の有無

製品の性能、品質などの確認

財務審査・信用調査

新規取引
（取引基本契約書締結）

※弊社の定める基本契約を締結することにより、弊社の登録取引先となります。
※弊社は、公平・公正かつ透明な調達を実現するため、全ての登録取引先様との間で、同一内容の基本契約を締結しております。
※原則として、基本契約の締結を行えない取引先様との個別の取引は致しかねます。
※基本契約の主な内容は以下のとおりです。基本契約で定める内容は以下の４点に限定されません。
①契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
②物品取引に係る使用言語は、当社指定を除き、日本語とする。
③弊社指定の物品については、物品の使用期間中、物品引渡し後の異常発生の連絡に対し、常時（２４時間。休業日を含む。）対応可能な
窓口を設け、維持するものとする。

④物品製作請負の履行により生ずる成果物は、弊社に帰属するものとする。


